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第7衡金 
平成19年4月12日  

事寿賀料2  

自由民主党 科学技術創造立国推進調査会  
平成19年3月7日  

第一3期科学技術基本計画を担う研究開発型  

独立行政法人（研究開発独法）が直面する  

制度上の諸課題について  

独立行政法人理化学研究所  

理事長 野依 良治  

基本的な認識  

①第3期科学技術基本計画の実行が急務  

明甘への投葉てある科学技術予算の拡充に向けた団結が必華   

（診研究開発独法は、第3期科学技術基本計画におけるライフ   

サイエンス・ナノテク・け等の戦略課題や国家基幹技術等   

を推進する重要な担い手  

大学や民間企業では㌘きない目的指向でリスクが高い研究開発を実施  

研究聞発を効率的に進めるための人的，経絡的な改革■驚き，攣を寅抽  

凍姶研究開発投資の1．／封は、研究儒発独法が渾ニ）ている  

③イノベーション創出の実現を目指す上で研究開発独法が直   
面している制度上の陰路を取り除き、その能力を有効に活   
用することが必要   

□  



何が問題点か？  

1．研究機関の活動に対する評価は正当か  

評価が反映された適切な資源配分となっているか  

2．イノベーション創出のための優れた人材の確保が困難  

研究の要は「人」、技術の継承は「人」  

世界的な人材獲得競争の時代  

研究開発独法にとって優秀な人材確保は最大の課題  

3．経営努力を促すインセンティブが欠ける  

独法制度は法人の自律性・自主性に委ね、意欲を高めるもので  
あるはず  

＿‾去二、  

1．研究機関の活動に対する正当な評価と予算への反映  

理研アドバイザリー・カウンシル  
の開催（20弼年6月）  

現状と問題   

研究の質に対する国際的・絶対的評価を行   

い、適切に予算に反映させていく制度への   
改善が必要  
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■具体例  

挑戦的な課題や長期間を要する研究が国際  

的に高い評価を受けても、予算に反映され  
ない。  

■解決策  

運営費交付金の一律削減を弾力化し、評価  
籍果を運営費交付金の算定等、資源配分に  
反映させる。  l
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2．イノベーション創出のための優れた人材確保  

現状と問題   

全ての財源（競争的資金を除く）で雇用される常勤職員が挺人件費改   

革の削減対象。民間資金による雇用やイノベーション朝出につながる   

固からの委託費（次世代スパコン、X銀白由電子レーザーといった国   

家基幹技術等）の推進についても人件費削減の対象となっている。  

■民間資金による人件費が削減の対象となっている  

－技術の移転を妨げる－  

■国家基幹技術の推進に必要な優秀な人材確保が厳しい  

一国として確保すべき技術の継承が困難に－  

■優秀な外国人研究者の雇用、国際化を妨げている  

■解決策  

民間資金による人件費、国家基幹技術等に係る人件費は削減対象外とする。  

三一箪．、   



｛具体例  

基礎研究成果の民間への技術移転を進めようとするが‥ －  

巨］  

3．経営努力を促すインセンティブの付与  

利益を上げる  

・自己収入の増加  

・費用の節約等   

（、て二，  
経営努力が認めら  

れる  

・∴ ±・  

目的積立金へ   

一丁－≡フ  

中期計画に定める  

使途に充てること  

が可能   

本来  

独法制度設計上の  
インセンティブで  

あるはず   

現状と問題（その1）一目的積立金制度一  

法人の経営努力による利益を次年度に繰り越し、  

事業に充当する制度（目的額立金）の認定基準   

が厳しく、承認されるケースが限定。研究開発  

等に充当することができず国に返還  

■具体例  

収入予算を上回る特許実施料収入を上  
げたが、前年度より実績が落ちたこと  
を理由に否認  

■解決策  

目的積立金の認定基準の弾力化  



現状と問題（そゐ2）－自己収入の取扱一   

自己収入（寄付金収入、特許権収入  

等）を増加させるインセンティブが働  

かない構図となっている。  

l‾‾▼▼ ＼＼＼  

0運営費交付金算定ルール  

（運営費交付金）  

11  

（人件費＋業務経費）  

l  

（自己収入）   

■具体例  

民間からの寄付金収入が増加する  
と運営費交付金は減額  

工1  
ネガティブ・  

インセンティブ  

■解決策   

自己収入の研究開発への充当を可   

能に  

本日のまとめ  

（D25兆円の政策目標達成、成果の創出に向けて、   
皆が努力する必要がある。   

②研究開発独法は中核的存在。その役割を担える   
環境を是非作って頂きたい。   

③研究活動に対する正当な評価と予算への反映   

④イノベーション創出が可能な国際的に競争力の   
ある優れた人材の確保  

矧弼拝金及び固からの委託額による雇用を総人件鷺改球状榛指拍圧   

⑤経営努力ヘのインセンティブ付与  
要祁勺積立金制度、自己収入の取扱  

回   
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